
　　　

第４８号 令和８年２月１日

（1）令和8年2月1日 可児市農業委員会だより

農地パトロールの様子①

農業委員会総会
農地の権利移転や権利設定、農地以外への転用等が適切であるかを

審議するため、毎月、農業委員会総会を開催しています。

農業委員13名と農地利用最適化推進委員９名が毎月20～30件ほど

の議案を一つ一つ慎重に、時に熱く審議しています。

令和７年1月から12月までの審議案件数

○３条申請 ・・・・・ 37件

○４条申請 ・・・・・ 28件

○５条申請 ・・・・・ 114件

○事業計画変更 ・・・・ 8件

○非農地証明 ・・・・・ 3件

農業委員の奥村武司委員が代表を務める森本

ファームの主催で、東明小学校の5年生が令和７年

5月に田植え、9月に稲刈り、10月に籾摺り体験を

行いました。10月の籾摺り体験では、加工場で籾

摺り作業を見学し、自分たちで刈り取った稲が見慣

れたお米へ変わっていく姿を、目を輝かせて見入っ

ていました。
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（2）令和8年2月1日 可児市農業委員会だより
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可児市広見一丁目１番地
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（内線 2361・2362）

農業者年金は農業者なら加入条件を満たせば誰でも入れる終身年金です！

★支払った保険料は全額社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税等が

「節税」できます（配偶者など生計を一にする者の保険料も対象となります）。

★生涯安心の「終身年金」です。事務手数料の負担なし。

加入条件は①60歳未満

②年間60日以上農業に従事

③国民年金第１号被保険者

①

現在の委員は令和8年7月19日で任期を終えます。

それに伴い、新委員を募集します！
任期：令和8年7月20日～令和11年7月19日

の3年間

活動内容：・農業委員会総会での審議

・農地利用の最適化の推進

・研修会等への参加など

詳しくは、市役所のホームページまたは電話に

てお問い合わせください。

転用申請地の現地確認と農地パトロール

毎月、転用申請地の現地確認を行い、周辺

農地への影響がないか確認しています。

また、毎年８月～９月に、市内全域の農地

についてパトロールを行い、農地が適切に

利用、管理されているかを調査しています。

農地を活かし、担い手を応援する

農業委員会ネットワーク機構

○発行日 月４回（毎週金曜日）

○購読料 月額900円

発行所 全国農業会議所

※購読の申込は農業委員会事務局へ

詳しくは… 農業者年金基金 https://www.nounen.go.jp検索

農業経営者の配偶者や後継者の方も、上記条件を満たせば加入できます。

令和７年度農業委員視察研修（高山市）


